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国 税/令和6年分所得税の確定申

告   2月 16日 ～3月 17日

国 税/個人の青色申告の承認申請

3月 17日

国 税/贈与税の申告

2月 ¬日～3月 17日

国 税/2月分源泉所得税の納付

3月 10日

国 税/個人事業者の令和6年分消

費税等の確定申告 3月 31日

モクレン

国 税/1月 決算法人の確定申告

(法人税・消費税等)3月 31日

国 税/7月 決算法人の中間申告

3月 31日

国 税/4月 、7月、10月 決算法人の消

費税等の中間申告

(年3回の場合) 3月 31日

地方税/個人の都道府県民税、市区

町村民税、事業税 (事 業所

税)の申告    3月 17日
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〒791-8036
松 山市高 岡町 127番 地 8
TEL 089-973-7577
FAX 089-973-7559

税 理 士

―

収受口付印の押なつ廃止

国税庁は今年 1月 から、書面で提出された申告書等の控えへの、

収受日付印の押なつを行わないこととしました。控えの収受日付

印以外で、申告書等の提出事実や提出年月日を確認する方法とし

ては、申告書等情報取得サービスや納税証明書の交付請求などに

より確認することができます。

減価償却資塵を消耗品費とし
て損金処理した場合の取扱い

事業用に供される建物や機械装置、器具

備品などの資産は、一般的には時の経過な

どによってその価値が減少 します。このよ

うな資産を減価償却資産といいます。減価

償却資産の取得に要 した金額は、取得 した

時に金額損金の額に算入することはできま

せん。減価償却費として損金の額に算入さ

れる金額は、確定 した決算において償却費

として損金経理をした金額のうち、償却限

度額に達するまでの金額とされています。

では次の2つの資産を期首に取得 し、取

得価額のすべてを消耗品費として処理 して

申告をした場合、その後の修正申告におい

て修正する額は、どのようになるでしょう。

(1)取得価額50万 円の器具備品 (耐用年

数 :5年 )

(2)取得価額 100万円の機械装置 (耐用年

数 HO年 )

減イ面償却資産として計上すべき金額を全

額消耗品費として処理 したような場合、消

耗品費は償却費ではないので、「償却費と

して損金経理をした金額」には該当せず、

計上 した消耗品費の全額を資産の計上もれ

として申告加算する必要があります。ただ

し、おおむね60万 円以下の少額な減価償

却資産や耐用年数 3年以下の減価償却資産

の取得価額を消耗品費などとして損金経理

をした場合のその損金経理をした金額など、

一定の要件を満たす金額については、税務

上も「償却費として損金経理をした金額」

に含まれるものとされています。

したがって、会社が減イ面償却資産の償却

方法として定額法を採用 している場合、前

記の(1)に ついては取得価額 50万 円から償

却限度額 10万 円を差 し引いた40万円を償

却限度超過額として、(2)に ついては取得価

額 100万 円を資産の計上もれとして修正

申告することにな
',ま

す。

個人の青色申告の承認申請
事業所得や不動産所得、山林所得を生ず

べき業務を行う人が青色申告の承認を受け

ようとする場合、青色申告書による申告を

しようとする年の3月 15日 までに「所得税

の青色申告承認申請書」を税務署に提出し

ます。青色申告承認申請書には、納税地や

氏名の他、所得の種類や事業所の名称・所

在地、備付帳簿名などを記載します。

なお、その年の 1月 16日 以後、新たに

事業を開始したり不動産の貸付けをした場

合は、その事業開始等の日から2か月以内

が提出期限です。また、青色申告の承認を

受けていた被相続人の事業を相続により承

継した場合の提出時期は、相続開始を知っ

た日 (死亡日)の時期に応じて、次のよう

に決まっています。

①死亡日が1/1～ 8/31:死亡日から4か 月

以内

②死亡日が9/1～ 10/31:12/31ま で

③死亡日が11/1～ 12/31:翌年2/15ま で

3路0穣務 ピ

"プ誤
っ
て
納
付
し
た

印
紙
税
の
還
付

印
紙
税
の
課
税
文
書
に
貼
り
付
け

た
収
入
印
紙
が
過
大
で
あ
る
場
合

や
、
収
入
印
紙
を
貼
り
付
け
た
課
税

文
書
を
使
用
す
る
見
込
み
が
な
く
な

っ
た
場
合
に
は
、
印
紙
税
の
過
誤
納

金
と
し
て
還
付
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

還
付
を
受
け
る
場
合
に
は
、
「印

紙
税
過
誤
納
確
認
申
請

（兼
充
当
請

求
）
書
」
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、

所
轄
税
務
署
に
提
出
し
ま
す
。
こ
の

場
合
の
納
税
地
は
、
文
書
の
種
類
や

記
載
内
容
な
ど
に
よ
っ
て
異
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

確
認
し
た
方
が
良

い
で
し
さ
つ
。
な

お
申
請
の
際
に
は
、
印
紙
税
が
過
誤

納
と
な
っ
て
い
る
文
書
の
現
物
を
提

示
す
る
必
要
が
あ
切
ま
す
。

税
金
の
遇
付
は
、
銀
行
日
座
振
込

ま
た
は
郵
便
局
を
通
じ
て
の
送
金
に

な
叩
ま
す
。
ま
た
還
付
金
の
請
求
権

は
５
年
で
消
滅
し
ま
す
の
で
、
文
書

の
作
成
日
か
ら
５
年
を
経
過
し
た
も

の
は
、
還
付
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。
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自
民
党

。
公
明
党
が
昨
年
１２
月
に

公
表
し
た
令
和
７
年
度
与
党
税
制
改

正
大
綱
で
は
、
基
礎
控
除
や
給
与
所

得
控
除
の
引
上
げ
、
防
衛
特
別
法
人

税
の
創
設
と

い
っ
た
項
目
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

【表
１
】
に
、
主
な
改
正
項
目

の

タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
示
し
ま
す
。

こ
の
表
は
、
令
和
７
年
度
与
党
税
制

改
正
大
綱
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
項
目

と
、
前
年
以
前

の
改
正
項
目
で
適
用

時
期
が
今
年
以
降
の
も
の
を
掲
載
し

て
い
ま
す
。

一
般
生
命
保
険
料
控
除
の
適
用
限
度

額
は
６
万
円
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

一
般
生
命
保
険
料
控
除
、
介
護
医
療

保
険
料
控
除
及
び
個
人
年
金
保
険
料

控
除
の
合
計
適
用
限
度
額
は
、

１２
万

円
の
ま
ま
で
す
。

４
　
法
人
税

・
防
衛
特
別
法
人
税

所
得
の
金
額
が
年
８
０
０
万
円
以

下
の
部
分
に
つ
い
て
税
率
が
１５
％
に

軽
減
さ
れ
る
中
小
企
業
者
等

の
法
人

税

の
軽
減
税
率

の
特
例
に

つ
い
て
、

適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
所
得
の
金
額
が
年
１０
億
円

を
超
え
る
事
業
年
度
に

つ
い
て
は
、

税
率
が
１５
％
で
は
な
く
１７
％
に
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
。
令
和
７
年
４
月
１

日
以
後
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
か

ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
各
事
業
年
度
の
所
得
に
対

す
る
法
人
税
を
課
さ
れ
る
法
人
に
防

衛
特
別
法
人
税

（仮
称
）
が
課
税
さ

れ
る
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
す
。
防
衛

特
別
法
人
税
の
額
は
、
課
税
標
準
と

な
る
法
人
税
額
か
ら
基
礎
控
除
額

（年
５
０
０
万
円
）
を
控
除
し
た
額
に

４
％
の
税
率
を
乗
じ
た
金
額
で
す
。

５
　
中
小
企
業
経
営
強
化
税
制

中
小
企
業
者
等
が
特
定
経
営
力
向

韓
１
　
基
礎
盤
除

。
給
与
所
得
控
除

令
和
７
年
度
税
制
改
正
の
最
大
の

焦
点
で
あ
っ
た

「
年
収
１
０
３
万
円

の
壁
」
に
対
応
す
る
措
置
と
し
て
、

与
党
税
制
改
正
大
綱
で
は
、
基
礎
控

除
に

つ
い
て
は
合
計
所
得
金
額
が

２
３
５
０
万
円
以
下
の
人
に
つ
い
て

控
除
額
を
１０
万
円
引
き
上
げ
５８
万
円

に
、
給
与
所
得
控
除
の
最
低
保
障
額

に
つ
い
て
は
５５
万
円
か
ら
６５
万
円
に

引
き
上
げ
る
旨
が
明
記
さ
れ
て
い
ま

す
。基

礎
控
除
や
給
与
所
得
控
除
の
引

上
げ
は
、
令
和
７
年
分
以
後
の
所
得

税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

2

配
偶
者

・
扶
養
親
族

居
住
者
が
、
年
齢
１９
歳
以
上
２３
歳

未
満
の
同

一
生
計
親
族
で
控
除
対
象

扶
養
親
族
に
該
当
し
な

い
も
の
を
有

す
る
場
合
に
は
、
そ
の
居
住
者
の
そ

の
年
分
の
総
所
得
金
額
等
か
ら

【表

２
】
で
示
す
控
除
額
を
控
除
す
る
制

度
が
創
設
さ
れ
る
予
定
で
す
。
た
だ

し
、
そ
の
親
族
等
が
そ
の
居
住
者
の

配
偶
者
及
び
青
色
事
業
専
従
者
等
で

あ
る
も
の
を
除
き
、
合
計
所
得
金
額

が
１
２
３
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に

限
ら
れ
ま
す
。
こ
の
制
度
を
特
定
親

上
設
備
等
を
取
得
し
た
場
合
の
特
別

償
却

又
は
税
額
控
除
制
度

に

つ
い

て
、
適
用
期
限
が
２
年
延
長
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
特
定
経
営
力
向
上
設

備
等
に
、
そ
の
投
資
計
画
に
お
け
る

年
平
均
投
資
利
益
率
が
７
％
以
上
と

な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
な
ど
の
要
件
が
追
加
さ
れ
ま

す
。６

　
輸
出
物
品
販
売
場
制
度

輸
出
物
品
販
売
競
を
経
営
す
る
事

業
者
が
、
免
税
購
入
対
象
者
に
対
し

て
免
税
対
象
物
品
を
譲
渡
し
た
場
合

に
、
そ
の
免
税
購
入
対
象
者
が
購
入

日
か
ら
９０
日
以
内
に
出
港
地
の
税
関

長
の
確
認
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の

確
認
し
た
旨

の
情
報
を
、
輸
出
物
品

服
売
歩
を
経
営
す
る
事
業
者
が
保
存

す
る
こ
と
を
要
件
に
、
免
税
対
象
物

品
の
譲
渡
に
つ
い
て
、
消
費
税
が
免

除
さ
れ
ま
す
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
実
務
上
は
消

費
税
相
当
額
を
含
め
た
価
格
で
販
売

し
、
出
国
時
に
持
ち
出
し
が
確
認
さ

れ
た
場
合
に
輸
出
物
品
販
売
場
を
経

営
す
る
事
業
者
か
ら
免
税
購
入
対
象

者
に
対
し
消
費
税
相
当
額
を
返
金
す

る
「
リ
フ
ァ
ン
ド
方
式
」
に
な
り
ま
す
。

族
特
別
控
除

（仮
称
）
と

い
い
ま
す
。

ま
た
、
基
礎
控
除
や
給
与
所
得
控

除
の
見
直
し
と
特
定
親
族
特
別
控
除

の
創
設
に
伴

い
、
同

一
生
計
配
偶
者

及
び
扶
養
親
族
の
合
計
所
得
金
額
要

件
や
、
ひ
と
り
親
の
生
計
を

一
に
す

る
子
の
総
所
得
金
額
等

の
合
計
額
の

要
件
が
、

４８
万
円
以
下
か
ら
５８
万
円

以
下
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
な
ど
の
措

置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

３
　
生
命
保
険
料
控
除

居
住
者
が
年
齢
２３
歳
未
満
の
扶
養

親
族
を
有
す
る
場
合
に
は
、
令
和
８

年
分
に
お
け
る
新
生
命
保
険
朴
に
係

る

一
般
生
命
保
険
料
控
除
の
控
除
額

は
、
【表
３
】
の
計
算
式
に
よ
り
計

算
し
た
金
額
に
な
り
ま
す
。
旧
生
命

保
険
料
と
前
記
の
適
用
が
あ
る
新
生

命
保
険
料
を
支
払

っ
た
場
合
に
は
、

表 1 改正項ロタイムスケジュール

(○減税、●増税、一どちらともいえない)

７
　
そ

の
他

⑪
　
個
人
型
確
定
拠
出
年
金
に
つ
い

て
、
年
齢
６０
歳
以
上
７０
歳
未
満
の

う
ち

一
定

の
人
に
つ
い
て
制
度
の

対
象
と
す
る
こ
と
や
、
拠
出
限
度

額
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
な
ど
の
措

置
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。

②
　
直
系
尊
属
か
ら
結
婚

・
子
育
て

資
金
の

一
括
贈
与
を
受
け
た
場
合

の
贈
与
税
の
非
課
税
措
置
が
２
年

延
長
さ
れ
ま
す
。

③
　
法
人
版
事
業
承
継
税
制
の
特
例

措
置

に
お
け
る
役
員
就
任
要
件

や
、
個
人
版
事
業
承
継
税
制
に
お

け
る
事
業
従
事
要
件
が
緩
和
さ
れ

ま
す
。

ω
　
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い

て
、
関
係
法
令
が
改
正
さ
れ
、　
一

定

の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
を

前
提
に
、
適
用
期
限
が
３
年
間
延

長
さ
れ
ま
す
。

⑤
　
法
人
が
、
再
資
源
化
事
業
等
高

度
化
設
備
の
取
得
等
を
し
た
場
合

の
特
別
償
却
制
度
が
創
設
さ
れ
ま

す
。

表 2 特定親族特別控除の金額

表 3 生命保険料控除の控除額

2025年

(令和 7年 )

1月 ●
極めて高い水準の所得に対する負担の適

正化

○ 基礎控除・給与所得控除の見直し

扶養控除等申告書の記載事項の見直 し

○ 法人版・個人版事業承継税制の見直し

4月 0 中小企業者等の法人税の軽減税率の見直し

2026年

(令和 8年 )

1月

4月

個人事業の開業・廃業等届出書の提出期

限の見直し

0 防衛特別法人税の創設

○ 生命保険料控除の見直 し

0
段階的に、加熱式たばこの課税方式の見

直し

2027年

(令和 9年 )

1月 ○ 源泉徴収票の提出方法の見直 し

納期の特例申請、青色申告承認申請 。青

色専従者給与の届出、給与等支払事務所

の開設等届出についての簡素化

2027を手-2029年 0 段階的に、たばこ税率を引上げ

親族等の合計所得金額 控除額

58万円超  85万円以下 63万円

85万 円超  90万円以下 61万円

90万 円超  95万円以下 51万 円

95万円超 100万 円以下 41万円

100万 円超 105万 円以下 31万円

105万 円超 110万 円以下 21万円

110万 円超 115万 円以下 11万円

115万 円超 120万 円以下 6万円

120万 円超 123万 円以下 3万円

年間の新生命保険料 控除額

30′000円以下 新生命保険料の金額

30′000円超  60,000円以下 新生命保険料×1/2+15,000円

60′000円超 120′000円以下 新生命保険料×1/4+30′ 000円

120,000円超 ―律 60′000円

3月 号 ―-23--3月 号


